
福岡県漁業調整規則第１１条第１項に基づく公示（福岡県有明） 

 

１－１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他の制限措

置（県内分） 

漁業種類 

漁具の

種類そ

の他の

漁業の

方法 

操業区域 漁業時期 

推進

機関

の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可

隻数 
漁業を営む者の資格 

機船船びき

網漁業 

えび２

そうび

き網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

含む。） 

９月２０日

から１１月

３０日まで 

― ― 4 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

さし網漁業 

えび三

重流し

さし網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 54 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

すずき

流しさ

し網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 18 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

雑魚一

重流し

さし網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 39 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

固定式さし

網漁業 

固定式

さし網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 380 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

げんしき網

漁業 

げんし

き網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 10 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

空つりなわ

漁業 

空つり

なわ 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

４月１日か

ら８月１５

日まで 

― ― 4 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 



場を含む） 

あんこう網

漁業 

あんこ

う網 

福岡県地先

有明海海域

（農林水産

大臣管轄漁

場を含む） 

９月１日か

ら翌年５月

３１日まで 

― ― 1 

・大川市、柳川市、

みやま市、大牟田

市に住所を有する

者 

 

１－２ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他の制限措

置（県外からの入漁分） 

漁業種類 

漁具の

種類そ

の他の

漁業の

方法 

操業区域 漁業時期 

推進

機関

の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可

隻数 
漁業を営む者の資格 

さし網漁業 

えび三

重流し

さし網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

除く。） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 1 

・佐賀県有明海区の

海面に沿う市町又

はそれに隣接する

市町に住所を有す

る者 

すずき

流しさ

し網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

除く。） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 30 

・佐賀県有明海区の

海面に沿う市町又

はそれに隣接する

市町に住所を有す

る者 

雑魚一

重流し

さし網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

除く。） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 14 

・佐賀県有明海区の

海面に沿う市町又

はそれに隣接する

市町に住所を有す

る者 

固定式さし

網漁業 

固定式

さし網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

除く。） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 43 

・佐賀県有明海区の

海面に沿う市町又

はそれに隣接する

市町に住所を有す

る者 

げんしき網

漁業 

げんし

き網 

福岡県有明

海海域（農

林水産大臣

管轄漁場を

除く。） 

１月１日か

ら１２月３

１日まで 

― ― 15 

・佐賀県有明海区の

海面に沿う市町又

はそれに隣接する

市町に住所を有す

る者 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

 定めなし 


